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慶
長
期
に
沿
け
る
徳
川
家
康
と
畿
内
寺
社

1
1
『
西
笑
和
尚
文
案
』
の
分
析
を
通
し
て
｜

伊

藤

真

昭

Ii 

じ

め

徳
川
政
権
に
お
い
て
本
格
的
に
宗
教
統
制
が
開
始
さ
れ
る
の
は
、
慶
長
末
よ
り
元
和
初
年
の
頃
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
徳
川
家
康
は

集
中
的
に
各
寺
院
に
対
し
て
寺
院
法
度
を
発
布
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
初
期
の
時
点
で
は
、
慶
長
六
年
（
一
六

O
一
）
に
高
野
山
に
発

布
さ
れ
た
法
度
の
よ
う
に
、
訴
訟
の
裁
決
を
契
機
に
発
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後
は
慶
長
十
三
年
の
「
比
叡
山
法
度
」
、

「
成
菩
提
院
法
度
」
な
ど
毎
年
の
よ
う
に
、
天
台
、
真
言
の
本
山
格
の
寺
院
を
中
心
に
浄
土
、
臨
済
、
曹
洞
宗
に
法
度
が
発
布
さ
れ
て

い
っ
た
。
そ
し
て
寛
永
十
二
年
に
寺
社
奉
行
が
創
置
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
統
制
は
徐
々
に
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
幕
府
に
よ
る
本
格
的

宗
教
統
制
の
時
期
に
は
「
黒
衣
の
宰
相
」
金
地
院
崇
伝
が
寺
社
行
政
を
担
当
し
て
い
た
。
彼
の
日
記
『
本
光
国
師
日
記
』
に
拠
る
慶
長

十
五
年
以
後
の
研
究
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
柚
田
善
雄
氏
の
『
本
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光
国
師
日
記
』
を
使
っ
た
分
析
に
よ
る
と
、
慶
長
期
の
寺
院
行
政
の
基
調
は
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
当
時
は
寺
院
内
部
あ
る
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い
は
寺
院
閣
の
紛
争
に
お
い
て
、
当
事
者
間
の
協
議
に
委
ね
る
と
い
う
内
済
の
原
理
が
働
い
て
い
た
。
幕
府
は
そ
の
協
議
で
解
決
せ
ず

提
訴
さ
れ
た
場
合
の
み
裁
許
し
、
そ
の
基
準
は
各
「
寺
法
」
の
遵
守
に
あ
っ
た
。
そ
の
背
後
に
は
僧
侶
の
本
分
で
あ
る
学
問
・
仏
法
輿

隆
を
促
す
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
の
幕
府
側
か
ら
の
積
極
的
関
与
、
介
入
は
見
ら
れ
ず
、
こ
の
方
針
は
一
万
和
元
年
法
度
で
幕
府

が
寺
法
を
超
越
す
る
存
在
で
あ
る
と
確
定
さ
れ
る
ま
で
続
く
の
で
あ
一
匁

こ
の
よ
う
な
分
析
が
そ
れ
以
前
も
有
効
で
あ
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
時
期
は
慶
長
五
年
の
関
ケ
原
の

戦
い
よ
り
慶
長
十
五
年
以
前
、
特
に
慶
長
十
二
年
に
家
康
が
駿
府
に
居
裁
を
移
す
ま
で
と
し
た
い
。

「
大
御
所
」
家
康
が
畿
内
を
離
れ

る
と
い
う
こ
と
で
、
慶
長
十
二
年
は
家
康
と
畿
内
寺
社
に
と
っ
て
も
一
つ
の
画
期
と
な
る
か
ら
で
あ
お
w
本
意
と
し
て
は
豊
臣
氏
滅
亡

ま
で
を
通
し
て
考
察
し
た
い
が
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
こ
の
年
ま
で
に
限
っ
て
考
察
し
て
い
く
。
こ
の
時
期
、
関
ケ
原
の
戦
い
に
勝

利
し
た
後
も
徳
川
家
康
は
名
目
上
は
豊
臣
政
権
の
「
公
犠
」
を
運
営
す
る
「
大
老
」
の
筆
頭
格
で
あ
り
、
ま
た
慶
長
八
年
の
将
軍
就
任

後
も
大
坂
撲
に
豊
臣
秀
頼
が
存
在
す
る
以
上
、
彼
を
無
視
す
る
訳
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
畿
内
の
寺
社
に

家
康
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
た
の
か
。
当
該
期
の
宗
教
と
国
家
権
力
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

そ
し
て
そ
の
考
察
の
た
め
の
鍵
と
な
る
人
物
が
、
相
国
寺
第
九
二
世
住
持
、
そ
し
て
第
五
十
代
、
五
二
代
鹿
苑
僧
録
で
あ
っ
た
西
笑

承
免
（
以
下
承
免
〉
で
あ
る
。
彼
は
同
時
期
の
輿
福
寺
の
僧
に
「
日
本
寺
奉
行
」
と
呼
ぽ
校
寺
社
か
ら
の
訴
訟
に
大
き
く
係
わ
っ
た

人
物
で
あ
っ
た
。
外
交
史
に
お
け
る
承
免
の
研
究
は
北
島
万
次
氏
の
論
新

r詳
し
い
が
、

「
寺
奉
行
」
に
つ
い
て
は
論
考
が
な
い
。
彼

を
研
究
す
る
こ
と
で
こ
の
時
期
の
権
力
と
寺
社
の
関
係
に
つ
い
て
探
求
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
こ
で
彼
の
残
し
た
文
書
案
文
集
で
あ
る
『
西
笑
和
尚
文
案
』
（
以
下
『
文
案
』
）
の
分
析
を
通
し
て
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

こ
の
『
文
案
』
は
相
国
寺
蔵
、
全
十
冊
の
未
刊
史
料
で
あ
り
、
慶
長
二
年
か
ら
没
年
の
十
二
年
ま
で
の
文
書
案
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。



原
本
に
接
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
今
回
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
明
治
三
六
年
の
写
本
に
拠
っ
た
。

な
お
史
料
上
承
免
は
「
両
長
老
」
と
し
て
閑
室
元
倍
と
併
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
現
存
す
る
連
署
状
で
は
常
に
承
免
が
奥
に
署

名
し
て
い
る
こ
と
、
最
初
は
承
党
単
独
で
、
元
倍
は
後
に
添
え
ら
れ
た
こ
と
等
の
理
由
か
ら
、
こ
こ
で
は
承
免
の
み
の
分
析
と
す
る
。

承
克
と
畿
内
寺
社

慶長期における徳川家康と畿内寺社

（

一

〉

承
党
が
寺
社
訴
訟
に
関
与
し
始
め
た
時
期

承
免
が
「
日
本
寺
奉
行
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
い
つ
の
こ
と
か
。
そ
れ
を
先
ず
考
え
て
み
る
。

ハ

免

）

（

家

康

）

慶
長
六
年
三
月
二
五
日
、
承
免
は
醍
醐
三
宝
院
義
演
に
、
「
相
国
寺
台
長
老
来
臨
、
（
中
略
）
内
府
帰
依
不
混
自
余
、
殊
法
中
公
事
、

大
都
此
長
老
被
聞
云
々
」
と
家
康
よ
り
寺
社
の
こ
と
を
仰
付
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で
、
承
免
が
寺
社
訴
訟
に
関
与
し
だ
し
た

の
は
、
明
ら
か
に
慶
長
六
年
三
月
二
五
日
以
前
で
あ
る
。
こ
の
時
期
家
康
時
、
慶
長
六
年
は
正
月
よ
り
三
月
一
一
一
一
日
ま
で
大
坂
城
西
丸

に
い
一
uv
承
免
は
二
月
一
一
一
一
一
日
よ
り
三
日
十
五
日
ま
で
そ
の
御
前
に
詰
め
て
い
幻
w
よ
っ
て
、
承
目
先
が
家
康
よ
り
寺
社
の
こ
と
を
仰
付

か
っ
た
の
は
、
慶
長
六
年
二
月
二
三
日
よ
り
三
月
十
五
日
の
間
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
同
年
二
月
に
、

家
康
は
関
ケ
原
の
戦
い
で
の
「
敵
性
諸
侯
に
対
す
る
除
封
処
分
は
大
略
終
了
し
た
ら
し
く
、
新
秩
序
構
成
の
見
通
し
も
明
ら
か
に
な

っ
」
日
げ
で
、
そ
の
「
新
秩
序
構
成
」
の
一
つ
と
し
て
承
免
を
し
て
「
殊
法
中
公
事
、
大
都
此
長
老
被
聞
」
る
よ
う
に
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

『
文
案
』
で
も
最
初
に
他
宗
派
の
訴
訟
に
関
す
る
記
事
が
で
て
く
る
の
は
同
年
三
月
十
日
付
片
桐
旦
元
宛
の
河
内
観
心

寺
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
以
上
の
考
察
と
見
事
に
符
合
す
る
。
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承
免
が
こ
の
任
に
与
っ
た
理
由
は
、
五
山
を
統
括
す
る
鹿
苑
僧
録
と
し
て
訴
訟
の
調
停
、
礼
明
に
も
経
験
が
あ
っ
た
こ
と
、
豊
臣
政



回

表ー 『西笑和尚文案』所収寺社訴訟一覧

巻｜年号｜年｜閏｜月｜日｜寺社名｜国名｜宗派｜朱｜ 内
ー廿』
｜内

4 sj j11J10 遊楽坊跡職の儀に付 Jo 
3 IO 10 19 不 明 時へ配分の薮山の儀｜口

3 11 18 春等坊跡目の儀に付 lo 
2 観心寺 河内 真言 観心寺領寄進の儀に付 口

2 6 訴け訟取にら際ずし銀子百枚受｜｜ 

4 IO 28 者領二千石抑留の儀に｜口

4 IO 

4 明王佐御庵室の儀に付 。
4 

4 智の荘儀厳に付院領両年分訴訟｜｜門L」

4 高野僧寵者の儀に付 ｜ 

4 

4 

3 書剛峰寺領代官の儀に｜口

3 慶長 金剛峰寺 紀伊 真言 宝亀院跡目の儀に付 Jo 
3 

3 

3 南巡谷る訴と小訟に田原付との山を l1L「」

3 IO 1 s i 22 集室2喜を存破るとの｜
3 10 

3 I 12 I 8 

3 I 12 I 11 
1 2 i 27 

地蔵院跡目の儀に付 。
3 11 
3 11 1 5 I 15 

3 ｜－｜－ 

I 11 j 2s I延暦寺｜近江｜天台｜ ｜金輪慌の儀に付4 

4 

I ~2~1 金蓮寺｜刊時｜2 IO 自得庵領の儀に付 ｜口

2 I 5 I s I愛宕山｜山城｜社｜ ｜普真蜜二預る
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3 I 12 I -I 愛宕山 ｜山城｜社｜ ｜般舟院末寺の儀に付 ｜ 
2 I 1 ¥ 6 
2 I 71 7 
3 1 1 i 29 紙園社 山城 社 西梅坊新入の儀に付 lo 
3 I 4 I 26 

I 4 ! 21 
旅｛曽札明の儀に付

3 
4 1-1-1石清水｜山城｜社｜ ｜八儀幡に八付幡宮灯明時頁の I口
3 ! 10 1291豊国社｜山城｜社｜ ｜豊国社人跡目の儀に付lo
3 I 5116 
3 1 5111 金戒光明寺 山城 浄土
2 I 1 I 13 ｛首慶讃の儀に付

3 111 122 正に法付寺領百姓私曲の儀Irし「」

3 I s I 4 関の伽儀井に坊付・豊蔵坊申分｜｜ 。' 

3 I 10 I 25 正法寺 山城 浄土 動儀松に付院・利生院申分の l！） （ 

I u I 3 伊出演出の儀十
3 
慶長
3 I 12 I 6 
4 ~l2~I 誓願寺川 1~±14 

関する訴訟

4 

I ~I~ I大雲市｜浄土l［師一行の！4 

4 I 12 I 11 I知恩院｜山城｜浄土｜ ｜知申恩分院の儀内浩に付哲と祖貞の｜
3 [ s I 91金剛寺｜山城｜真言｜ ｜駿川｜青山の儀に付 ｜口

3 
｜ーの儀に付｜口｜：［作山寺｜山城 1 －~13 

4 I 9 I 2 I浄仏寺｜山城｜真言｜ ｜清和院屋敷の儀に付 ｜口
1-1-1仁和寺｜山城｜真言｜ ｜照宮車問中第一と lo3 
｜｜ 

野醐寺内寺建立の儀に｜2 
理に性付院僧正一周忌の儀｜｜ 

4 

I 12 I 25 
醍醐寺 山城 真言

理に付性院侯人衆年貢の儀｜いI「」3 
I s I 22 持付明院家財失却の儀に i！ 

4 
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3 9 I 10 I 4 
4 9 I 10 I 12 
3 I 9 J 24 
3 ! 11 i 21 智積院 山城 真言
i 11 i 21 智積院跡目の儀に什 。

3 

3 I 12 I 2 
3 I 4 I 25 智積院常住物の儀に付｜

3 

｜：｜作 寺｜山城｜真言
浄久抱え田地の儀に付｜3 11 

2 ｜礼参の儀に付

3 

I ii I~ I青蓮院1ベイ 松の泉儀院に付留守居竹木伐採｜｜ 3 

3 10 I s [ 22 I出雲社｜出雲｜社｜ ｜国造北嶋家替の儀に付 。
3 I 1 I 2 I商都知足院！大和l？ ！？｜駆者足院百姓申分のl口
3 慶長 ! 121141吉野安禅寺大和｜修験｜無l議替玉の戸帳失却l
3 11 1-1-1当麻寺｜大和｜浄土｜無l吉野寺領百姓訴訟の儀｜口

1-1 4 
寺法破りに付

4 1-1-

4 91閏 J s J 2s 院た儀家にに付対し徒党を立て｜｜ 

3 I 10 J 20 
内山法度の儀に付

3 I 10 I 20 永久寺 大和 真言 有
3 I 10 I 21 
I 11 I 5 3 

付威徳、院岸上水道の儀に

I 11 I 6 3 

3 J 11 I zs 
3 I 4 I 26 I三輪平等寺｜大和｜真言｜無｜前官先達申分の儀に付｜
I s i rn 何等かの訴訟の儀に付｜？3 

宮署院伊賀国檀那の儀｜口3 正磨寺 大和 真言 有

3 J 11 I 29 宝光院跡目の儀に付 lo 
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司 1~1 j~j ~＇正一4一l 真言l 有｜許詔：諸：；に｜： 
! l~i UH長谷寺l矧l真言
+I I 1~l 関 I ；／；！多武峰｜矧｜天台｜有！蓄m;;:~ ： 
! 川：l 輿福寺（矧 l 法相 l 有1~：： 1 口

引 I~ I~~ I 1~ I法隆寺川｜糊｜有｜賢聖院摘に付 ！ 

!I川市I~~ ~1 *®I（聾）I~I訪問一lo
司i,:j1,$.1uul叶~ liWI~：間！；
司I ~I I ~1 *I彦 山｜豊前｜修験II 1J~illgti~7£判。
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権
の
中
枢
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
、
方
広
寺
千
僧
会
で
禅
宗
の
導
師
を
勤
一
勺
知
名
度
も
高
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

さ
て
こ
の
史
料
か
ら
窺
え
る
、
家
康
が
承
先
に
期
待
し
て
い
た
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
義
演
の
い
う
「
法
中
」
と
い
う
の
は
『
義

演
准
后
日
記
』
の
中
で
具
体
的
に
は
、
五
摂
家
を
指
す
「
俗
中
」
に
比
し
て
、
照
高
院
准
后
・
妙
法
院
二
口
問
親
王
・
一
乗
院
・
大
乗
院

ハ
9
V

な
ど
門
跡
格
の
僧
侶
を
指
し
て
い
う
。
つ
ま
り
家
康
は
門
跡
達
か
ら
の
訴
訟
の
窓
口
を
承
先
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
事
実
、

義
演
は
そ
の
直
後
に
高
野
山
と
の
聞
の
検
校
職
を
め
ぐ
る
相
論
を
「
奉
行
台
長
老
」
に
訴
え
て
い
一
刊
し
、
周
年
六
月
十
一
日
に
は
竹
内

門
跡
と
北
野
梅
松
院
と
の
出
入
を
担
当
し
て
い
一
明

し
か
し
実
際
は
門
跡
格
の
寺
院
だ
け
が
対
象
で
は
な
い
。

『
文
案
』
に
は
表
一
の
よ
う
に
知
恩
院
や
当
麻
寺
な
ど
山
誠
・
大
和
・
河

内
・
紀
伊
・
近
江
に
在
す
る
寺
院
の
名
が
見
受
け
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
国
々
に
お
け
る
寺
社
訴
訟
の
窓
口
は
西
笑
承
免
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（一一）

『
文
案
』
所
収
の
寺
社
訴
訟
の
分
析

こ
こ
で
は
具
体
的
に
『
文
案
』
所
収
文
書
の
分
析
を
お
こ
な
う
。
但
し
時
期
は
前
節
の
考
察
に
よ
り
慶
長
六
年
三
月
以
降
と
す
る
。

な
お
『
文
案
』
は
そ
れ
自
体
若
干
の
前
後
、
錯
簡
は
あ
る
が
、
概
ね
日
を
追
っ
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
年
代
を
推
定
し
た
。

慶
長
六
年
三
月
頃
に
家
康
か
ら
寺
社
の
訴
訟
を
聞
く
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
承
免
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
訴
訟
に
関
与
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
但
し
禅
宗
寺
院
に
つ
い
て
は
承
免
が
鹿
苑
僧
録
と
し
て
の
立
場
で
訴
訟
に
臨
ん
で
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
た
め
、
禅
宗

以
外
の
宗
派
で
検
討
す
る
。

表
一
を
み
る
と
、
禅
宗
以
外
宛
の
文
書
が
一
一
八
通
あ
る
。
総
数
二
五
二
通
の
内
、
禅
宗
宛
七
十
通
を
含
む
と
全
体
の
四
分
の
一
一
一
が

寺
社
宛
で
あ
る
。
所
在
地
は
英
彦
山
と
出
雲
社
以
外
は
す
べ
て
畿
内
近
国
で
あ
る
。
豊
前
の
英
彦
山
に
つ
い
て
は
そ
の
後
任
座
主
の
選



定
に
つ
き
、
細
川
忠
興
と
承
免
の
個
人
的
繋
が
り
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
後
任
座
主
は
大
納
言
日
野
輝
資
二
男
相
国
寺
諮
山
玄
賀

に
決
定
し
て
い
碍
ω

出
雲
社
と
承
免
の
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
畿
内
近
国
の
五
カ
国
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
る
。

①
河
内

河
内
と
大
和
と
が
家
康
が
承
先
に
期
待
し
て
い
た
も
の
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
地
域
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
関
ケ
原

の
戦
い
後
、
豊
臣
秀
頼
は
摂
河
泉
三
国
の
ご
大
名
」
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
豊
臣
恩
顧
の
大
名
た
ち
も
い
て
そ
の
力
は
悔
り
が
た

慶長期における徳川家康と畿内寺社

い
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
河
内
で
承
免
の
足
跡
が
辿
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
時
期
の
徳
川
豊
臣
関
係
を
探
る
う
え
で
承
免
を
研

究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
違
っ
た
角
度
か
ら
の
徳
川
豊
臣
関
係
も
見
ら
れ
る
と
思
う
。
文
書
と
し
て
は
あ
ま
り
残
っ
て
お
ら
ず
、

『
叡
福
寺
文
書
』
と
『
文
案
』
中
の
観
心
寺
関
係
の
文
書
だ
け
で
あ
る
。

『
文
案
』
に
は
、
他
に
八
尾
常
光
寺
や
真
観
寺
関
係
の
文
書

も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
禅
宗
な
の
で
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
に
し
た
。

河
内
関
係
の
文
書
の
初
出
は
『
文
案
』
の
慶
長
六
年
三
月
十
日
付
文
書
で
あ
る
。
他
に
は
同
十
一
年
七
月
二
六
日
付
『
叡
福
寺
文
書
』

し
か
な
い
の
で
推
論
の
域
を
出
な
い
が
、
河
内
に
関
し
て
は
承
免
の
没
す
る
ま
で
関
与
し
て
い
た
と
思
う
。

②
紀
伊
（
高
野
山
）

こ
こ
は
紀
伊
一
国
が
そ
の
範
囲
で
は
な
く
高
野
山
の
み
で
あ
る
。
そ
の
他
の
紀
伊
国
の
諸
寺
社
は
そ
の
範
時

『
高
野

で
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
多
分
に
地
理
的
な
要
因
が
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
高
野
山
関
係
で
は
『
文
案
』
の
他
に
、

山
文
部
町
に
文
書
が
残
っ
て
お
り
、
見
出
せ
る
時
期
も
承
免
が
寺
社
の
こ
と
に
関
与
し
た
最
初
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
高
野
山
で
行
人

円
U
H
V

方
と
学
侶
方
の
争
い
が
あ
っ
た
際
、
慶
長
六
年
四
月
二
一
一
一
日
に
学
侶
方
の
代
表
は
承
免
の
と
こ
ろ
へ
訴
え
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
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て
、
こ
れ
が
も
と
で
同
年
五
月
二
一
日
に
学
侶
方
に
高
野
山
法
度
が
出
て
い
る
が
、
さ
ら
に
同
年
八
月
十
六
日
に
は
家
一
康
の
意
を
受
け

門店〉

て
承
免
と
閑
室
一
克
倍
の
連
暑
で
学
侶
方
に
重
ね
て
法
度
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
み
て
も
高
野
山
が
最
初
か
ら
承
先
の
職
掌
の
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範
囲
に
入
っ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
特
徴
と
し
て
他
の
山
城
、
大
和
、
河
内
の
諸
寺
社
が
板
倉
勝
重
、
大
久
保
長
安
、
片
桐
且
元
と
い
っ
た
奉
行
人
と
密
接
な

関
係
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
紀
伊
に
は
奉
行
人
が
存
在
せ
ず
、
高
野
山
の
こ
と
は
承
党
、
元
信
に
一
任
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
家
康

l
承
党
・
元
信

l
高
野
山
と
い
う
明
解
な
縦
の
線
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

＠
近
江

こ
こ
に
関
す
る
史
料
は
延
暦
寺
関
係
だ
け
だ
が
、
他
に
は
安
土
「
描
見
寺
文
書
」
の
中
に
関
連
史
料
が
あ
一
物

④
山
城

こ
こ
は
寺
社
勢
力
の
一
大
中
心
地
で
あ
り
、
承
免
の
膝
下
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
徳

川
政
権
の
支
配
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
寺
社
支
配
に
し
て
も
、
前
田
玄
以
が
関
ケ
原
の
戦
い
ま
で
は
京
都
所
司
代
の
任
に
あ
っ

た
の
で
、
家
康
と
し
て
も
京
都
を
完
全
に
掌
握
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
っ
た
。

⑤
大
和

大
和
も
豊
臣
色
の
強
い
地
域
と
し
て
は
河
内
と
同
様
で
あ
る
。
関
ケ
原
の
戦
い
以
後
、
大
和
は
家
康
の
論
功
行
賞
に
よ
り

増
団
長
盛
、
多
賀
秀
家
、
宇
多
忠
頼
が
改
易
と
な
り
、
本
多
正
武
の
み
が
旧
領
安
堵
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
新
た
に
入
部
し
て
き
た
の
は

織
団
長
益
、
福
島
正
頼
、
片
桐
且
一
克
、
桑
山
元
晴
、
松
倉
重
政
で
、
彼
ら
は
す
べ
て
外
様
大
名
で
あ
っ
た
し
、
翌
六
年
入
部
の
片
桐
貞

隆
と
桑
山
一
晴
も
そ
う
で
あ
っ

mw
さ
ら
に
旗
本
に
つ
い
て
も
、
慶
長
八
年
か
ら
十
二
年
の
所
領
構
成
を
示
す
と
い
わ
れ
て
い
る
「
大

和
国
著
聞
記
寛
永
七
年
高
慢
に
よ
る
と
、
こ
の
時
期
の
五
三
家
は
ほ
と
ん
ど
が
織
豊
の
旧
臣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に

関
ケ
原
の
戦
い
後
、
大
和
に
お
い
て
は
豊
臣
勢
力
が
圧
倒
的
に
強
く
、
徳
川
勢
力
は
全
石
高
の
四
分
の
一
に
過
ぎ
な
…
官
こ
の
よ
う
な

状
況
の
な
か
で
、
大
和
に
お
け
る
徳
川
幕
府
の
寺
社
行
政
を
遂
行
し
て
い
く
上
で
承
免
の
力
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
文
案
』

の
他
に
は
『
近
衛
家
文
書
』
に
法
華
寺
に
関
す
る
文
書
が
あ
る
。

さ
て
、
承
免
と
大
和
の
関
係
は
、
慶
長
七
年
六
月
十
三
日
よ
り
十
六
日
ま
で
寺
社
領
寄
付
の
検
使
と
し
て
大
久
保
長
安
・
小
堀
政
次



（
却
》

・
円
光
寺
元
信
と
と
も
に
大
和
に
下
向
し
た
の
が
最
初
で
あ
る
。

『
庫
苑
目
録
』
に
は
同
年
六
月
二
四
日
に
興
福
寺
五
師
衆
が
承
免
を

訪
ね
て
い
る
し
、

『
言
経
卿
記
』
に
も
同
年
六
月
二
六
日
に
山
科
言
経
が
承
先
に
春
日
社
楽
人
知
行
分
の
目
録
を
渡
し
て
い
る
し
、
翌

月
二
六
日
に
も
言
経
は
春
日
社
楽
人
衆
の
た
め
に
承
免
に
書
状
を
認
め
て
い
る
。
輿
福
寺
五
師
衆
が
承
免
を
訪
ね
た
の
は
朱
印
地
を
拝

領
す
る
た
め
だ
と
す
る
と
、
承
党
が
大
和
に
関
係
し
て
く
る
契
機
は
、
家
康
の
大
和
諾
社
寺
に
対
す
る
朱
印
状
発
給
で
あ
る
と
い
え
よ

ぅ
。
よ
っ
て
、
大
和
に
承
免
が
関
係
し
て
く
る
の
は
慶
長
七
年
六
月
で
あ
る
。

慶長期における徳川家康と畿内寺社

以
上
ま
と
め
て
み
る
と
、
承
免
が
家
康
か
ら
寺
社
の
こ
と
を
仰
付
か
っ
た
当
初
、
そ
の
及
ぶ
範
囲
は
河
内
、
山
城
、
紀
伊
（
高
野
山
〉

で
あ
っ
た
（
近
江
は
不
明
〉
が
、
慶
長
七
年
六
月
に
は
大
和
も
そ
の
中
に
入
り
、
大
和
を
中
心
と
し
た
五
ヶ
国
に
そ
の
活
動
が
認
め
ら

れ
る
。
こ
こ
で
大
和
を
中
心
と
し
た
、
と
い
う
の
は
『
文
案
』
所
収
文
書
を
分
析
し
て
み
る
と
、
山
城
よ
り
も
大
和
の
方
が
寺
社
の
格

が
高
く
、
殆
ど
が
朱
印
寺
院
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
は
板
倉
勝
重
が
所
司
代
と
し
て
常
駐
し
て
お
り
幕
府
の
力
が
山

裁
に
お
い
て
は
か
な
り
行
き
渡
っ
て
い
た
が
、
大
和
に
は
大
久
保
長
安
が
不
在
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
所
領
配
置
か
ら
し
て
も
幕
府
の

力
を
浸
透
さ
す
た
め
に
、
承
党
は
大
和
に
重
心
を
お
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
承
党
の
影
響
の
及
ぶ
宗
派
を
『
文
案
』
か
ら
み
て
み
る
と
、
天
台
、
真
言
、
浄
土
、
時
、
法
相
、
律
の
六
宗
で
あ
る
。
法
華

『
頂
命
寺
文
書
・
京
都
十
六
本
山
会
合
用
書
類
』
に
、
承
免
と
法

宗
と
一
向
宗
に
関
す
る
文
書
が
『
文
案
』
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。

ハ劉〉

華
宗
の
関
係
を
示
す
文
書
が
数
通
収
め
ら
れ
て
い
て
全
く
無
関
係
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
法
華
宗
、

一
向
宗
と
も
に
、
他
宗
に
対

し
て
法
度
を
発
布
し
て
い
る
時
期
で
も
な
お
発
布
し
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
二
宗
に
つ
い
て
は
幕
府
に
と
っ
て
も
他
宗
と

区
別
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
『
文
案
』
も
物
語
っ
て
い
る
。
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承
克
と
寺
社
訴
訟

（一一）

訴
訟
の
手
続
き

承
免
の
訴
訟
に
対
す
る
手
続
き
を
次
の
『
文
案
』
中
の
史
料
か
ら
探
っ
て
み
る
。

貴
寺
之
内
、
前
官
先
達
此
中
申
分
雄
在
之
、
理
非
不
決
ニ
付
、
公
儀
可
有
訴
訟
之
由
候
、
如
何
様
之
子
細
候
哉
、
師
弟
之
問
、
外

開
不
可
然
候
、
殊
更
強
儀
之
働
在
之
由
候
、
寺
中
集
議
之
上
、
左
右
方
無
存
分
様
－
一
可
然
候
、
其
上
於
不
相
済
者
、
前
官
も
可
有

上
洛
候
、
様
幹
承
届
異
見
可
申
候
、
於
難
究
者
可
得
詫
候

（
慶
長
十
年
）
卯
月
廿
六
日

承
免

一克倍

一
恥
一
喝
昨
年
預
御
房

「
前
官
先
達
」
の
師
弟
聞
で
「
申
分
」
が
あ
り
、
寺
内
で
は
決
着
が
付
か
ず
家
康
を
中
心
と
す
る
幕
開
で
構
成
さ
れ
る
「
公
儀
」
に

訴
訟
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
窓
口
で
あ
る
承
先
に
提
訴
し
た
が
、
承
免
は
更
な
る
「
寺
中
集
議
之
上
」
で
両
者
が
「
無
存
分
」

き
よ
う
に
求
め
た
。
そ
し
て
そ
の
上
で
解
決
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
双
方
上
洛
し
承
免
が
事
情
聴
取
し
て
「
異
見
」
、

つ
ま
り
調
停

案
を
出
し
、
さ
ら
に
解
決
し
な
か
っ
た
ら
最
後
の
手
段
と
し
て
家
康
の
「
得
詫
」
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
訴
訟
の
段
階
と
し
て
、
①
寺
中
集
議
、
②
①
で
解
決
し
な
い
場
合
、
承
免
へ
目
安
を
以
て
提
稲
v

③
差
し
戻
し
寺
中
集
議
、

④
承
先
に
よ
る
事
情
聴
取
の
上
調
停
案
の
提
示
、
⑤
家
康
の
裁
許
と
い
う
五
段
階
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
寺
中
集
議
」
と
い
う
内
済
の

原
理
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
こ
こ
で
承
免
の
い
う
「
公
儀
」
に
は
彼
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
彼
自



「
と
か
く
公
事
ニ
公
儀
へ
御
出
候
ハ
、
、
せ
う
跡
共
－
一
ハ
松
梅
院
－
一
竹
内
様
御
ま
け
可
被
成
侯
問
、
各
お
あ
つ
か
い
ノ

ハ怨〉

時
ニ
御
済
候
へ
と
被
仰
候
由
申
入
た
る
と
御
物
語
」
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
は
承
免
の
と
こ
ろ
ま
で
訴
訟
が
進
ん
で
も
、
ま

身
北
野
社
へ
、

だ
「
公
儀
へ
御
出
」
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
石
清
水
に
お
い
て
「
関
伽
井
坊
・
豊
蔵
坊
申
分
之
儀
、
様
体
承
候
処
、
表
向
公
事
－
一

成
様
之
儀
ニ
無
之
慢
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
承
党
段
階
で
は
ま
だ
「
公
事
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
家
康
を
中
心
と

す
る
幕
閣
で
構
成
さ
れ
る
「
公
儀
」
に
ま
で
訴
訟
が
進
ん
だ
時
に
初
め
て
「
公
事
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
彼
は
公
儀
の
一
員

慶長期における徳川家康と畿内寺社

で
は
な
い
の
で
、
札
明
は
行
え
て
も
裁
許
は
で
き
な
か
っ
た
。
裁
許
の
主
体
は
家
康
を
含
む
「
公
儀
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
は
承
先
に

ハお
V

期
待
さ
れ
て
い
た
も
の
は
一
章
で
考
察
し
た
以
上
に
、
毎
年
の
よ
う
に
上
洛
と
下
向
を
繰
り
返
す
家
康
に
代
わ
っ
て
「
異
見
」
す
な
わ

「
公
事
」
に
ま
で
及
ば
せ
ず
、
で
き
る
限
り
承
免
段
階
で
解
決
し
、
家
康
の
手
を
煩
わ
せ
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

円
附
血
）

承
免
が
「
内
相
府
御
耳
－
一
可
入
程
－
一
て
無
之
存
候
」
と
判
断
す
れ
ば
、
彼
が
札
明
し
家
康
の
耳
に
は
入
れ
な
い
の
も
こ
れ
を
示
し
て
い

ち
調
停
し
、

「
彼
両
院
へ
も
少
相
付
候
へ
と
、
両
長
老
被
成
御
異
見
候
、

（
中
略
〉
迷

る
。
そ
の
た
め
彼
の
「
異
見
」
は
寺
社
の
側
か
ら
す
れ
ば
、

円

mu〉

惑
な
か
ら
四
拾
石
可
相
付
由
申
候
」
と
唐
招
提
寺
年
預
惣
代
が
言
う
よ
う
に
、
か
な
り
の
重
み
を
持
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
。

ハ咽岨〉

従
っ
て
当
時
「
得
御
意
候
儀
者
大
事
之
儀
」
と
さ
れ
で
い
た
の
で
、
そ
れ
以
前
の
「
寺
中
集
議
」
に
よ
っ
て
解
決
し
た
り
、
ま
た
承

党
の
段
階
で
の
「
異
見
」
が
実
質
的
な
裁
許
と
な
る
た
め
、

「
得
御
意
」
る
段
階
ま
で
至
る
も
の
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
前

ハ却〉

「
今
度
者
申
事
、
以
法
度
之
上
相
済
珍
重
候
」
と
寺
内
法
度
に

者
の
例
で
は
、
内
山
永
久
寺
院
家
が
寺
法
を
破
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、

照
ら
し
て
解
決
し
て
い
る
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
八
幡
善
法
律
寺
に
対
し
て
「
但
存
分
侯
者
有
様
承
届
可
得

の、

御
意
候
」
と
あ
る
も
の

ハ却》

「
太
以
不
可
然
侯
」
と
か
「
算
勘
可
令
相
遂
候
」
と
、
裁
許
の
よ
う
な
高
圧
的
文
言
で
「
異
見
」
し
て
い
る
。
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ハ一一）

訴
訟
の
内
容
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い
っ
た
い
『
文
案
』
に
は
ど
の
よ
う
な
内
容
の
訴
訟
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

表
一
に
よ
る
と
、

『
文
案
』
に
は
八
四
件
の
訴
訟
が
収
め
ら
れ
で
い
る
が
、
そ
の
う
ち
所
領
を
巡
る
訴
訟
が
二
六
件
、
人
事
を
巡
る

訴
訟
が
二
四
件
と
、
こ
の
二
つ
で
全
体
の
半
数
を
越
え
る
。
内
容
が
不
明
な
も
の
も
あ
る
の
で
、
こ
の
数
字
は
実
際
に
は
こ
れ
よ
り
増

え
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
中
で
も
、
史
料
が
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
い
る
後
任
住
持
を
巡
る
訴
訟
を
検
討
し
て
み
る
。

智
積
院
第
二
世
長
善
一
房
祐
宜
の
智
積
院
入
院
に
関
す
る
史
料
が
四
点
あ
る
の
で
以
下
に
紹
介
し
検
討
す
る
。

難
不
寄
思
食
候
儀
候
、
一
筆
令
啓
候
、
智
積
院
大
事
之
期
－
一
候
、
就
其
兼
而
ハ
下
野
園
持
明
院
を
能
化
ニ
ム
」
被
申
定
候
、
生
日
や

ハ
所
化
）

う
の
儀
－
一
候
問
、
し
よ
け
衆
も
其
段
祝
着
－
一
一
被
存
候
処
、
頼
音
一
房
と
申
仁
ニ
智
積
院
譲
り
可
被
申
候
由
候
、
し
よ
け
衆
同
心
不
申

〈
能
化
）

候
へ
ハ
の
う
け
難
成
之
由
候
、
根
来
寺
之
の
う
け
ハ
学
者
次
第
之
由
候
、
頼
音
房
御
礼
ニ
被
罷
下
侯
由
候
問
、
向
者
御
礼
無
之
様

ハ
虫
扇
）

－
一
と
各
被
申
候
、
但
左
右
方
之
口
御
開
度
候
て
御
異
見
可
然
存
候
、
為
其
令
啓
候
、

慶
長
十
本年
多〉

上主九
野月
介轡廿
駿四
①日

承
党

一万倍

智
積
院
へ
寺
家
之
儀
、
無
理
被
押
入
之
儀
、
無
勿
肱
候
、
殊
従
御
所
様
御
預
之
寺
－
一
候
処
、
所
々
被
打
破
侯
儀
、
強
々
仕
立
沙
汰

限
存
候
、
如
此
御
案
内
申
上
、
尚
以
理
不
尽
儀
候
ハ
午
、
御
上
洛
次
第
具
ニ
可
申
上
候
、
公
事
落
ニ
可
成
儀
候
、
能
々
可
有
御
分

別
候
、
恐
々
一
頓
首



（
慶
長
十
年
）
十
一
月
廿
七
日

元
信

承
免

持
明
院
井所

化
中

諸
道
具
等
於
紛
失
者
可
為
盗
賊
同
前
候
、
能
々
可
有
礼
明
候
②

慶長期における徳川家康と畿内寺社

貴
礼
拝
見
候
、
智
種
院
所
化
衆
、
理
不
尽
之
働
不
相
届
候
、
強
々
之
儀
、
不
可
然
之
由
以
折
紙
申
侯
、
殊
ニ
御
預
之
寺
家
被
打
破

之
由
、
沙
門
ニ
不
似
合
儀
ニ
候
、
従
貴
殿
も
持
明
院
井
所
化
衆
へ
以
折
紙
被
遺
御
異
見
可
然
候
哉
、
委
曲
期
拝
顔
候
、
恐
々
頓
首

慶
長
十
板年
倉）

伊露十
賀ー
守事月
殿廿
③七
日

元
信

承
免

智
積
院
之
儀
弐
ケ
寺
在
之
内
、
下
之
坊
へ
持
明
院
所
化
衆
打
入
候
、
子
今
居
住
ニ
付
、
頼
音
房
一
、
彼
所
化
衆
被
出
候
様
ニ
可
申
付

訴
訟
侯
、
長
袖
之
申
分
ハ
中
々
無
同
心
候
、
其
上
公
儀
難
波
侯
問
、
御
上
洛
巴
前
之
儀
、
何
レ
共
分
別
無
御
座
候
、
以
御
異
見
相

済
侯
様
一
一
ハ
成
間
敷
候
哉
、
可
得
貴
意
之
由
ニ
而
一
筆
令
啓
候
、
委
曲
頼
音
一
房
可
有
演
説
候
、
恐
々
謹
言

（
慶
長
十
年
）
十
二
月
四
日

元
信

承
免

板
倉
伊
賀
守
殿
④
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祐
宜
の
智
積
院
入
院
に
つ
い
て
は
、
智
積
院
七
世
運
倣
が
編
纂
し
、
天
和
三
年
三
六
八
一
ニ
）
に
完
成
し
た
、
智
積
院
の
歴
代
能
化
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の
伝
記
で
あ
る
『
結
網
割
に
は
「
慶
長
乙
巳
冬
、
宥
僧
正
（
智
積
院
第
一
世
尭
性
房
玄
宥
F
i
－
－
筆
者
注
）
入
寂
、
遺
命
迎
越
陽
瀧
谷
恵

伝
和
尚
補
位
、
海
衆
多
慕
師
、
不
肯
伝
公
（
頼
音
房
恵
伝

l
筆
者
注
〉
、
遂
有
東
西
二
党
、
互
相
識
端
、
東
党
謹
師
、
即
与
使
間
到
、

時
伝
公
先
入
智
積
、
東
党
乃
抜
取
下
寺
、
議
理
主
区
更
番
街
護
於
師
、
（
中
略
〉
、
於
是
両
党
各
訴
於
東
照
太
神
君
、
神
君
公
断

目
、
理
須
選
天
下
多
帰
者
為
主
、
何
用
テ
党
為
ン
、
乃
審
輿
議
、
以
命
師
駕
、
越
－
一
オ
イ
テ
慶
長
十
一
年
夏
五
月
進
院
」
と
あ
る
し
、

寛
永
八
年
四
月
に
智
積
院
三
世
日
誉
が
著
し
た
「
日
誉
後
住
申
渡
櫛
ロ
の
第
六
条
に
は
「
尭
性
房
遷
化
之
後
、
頼
音
房
・
長
善
房
（
祐

宜
｜
筆
者
注
）
後
住
之
及
銃
一
靴
、
然
処
－
一
家
康
公
依
尊
命
、
長
善
一
房
令
入
院
」
と
あ
り
、
第
十
四
条
に
も
「
玄
宥
死
後
、
頼
音
・
長
善

住
持
論
之
砺
、
所
化
衆
多
分
長
善
就
存
寄
ニ
、
得
上
意
、
長
善
房
令
住
持
」
と
あ
る
。

従
来
こ
れ
ら
の
史
料
よ
り
、
袷
宜
は
智
積
院
入
院
に
際
し
恵
伝
と
そ
の
地
位
を
争
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、

『
結
網
集
』
に
し

て
も
「
日
時
市
住
申
渡
状
」
に
し
て
も
、
慶
長
十
、
十
一
年
当
時
の
一
次
史
料
で
は
な
い
し
、
後
者
に
関
し
て
は
宇
高
良
哲
氏
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
内
容
に
は
明
ら
か
な
誤
り
も
含
ま
れ
て
い
て
、
に
わ
か
に
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
『
文
案
』

に
よ
る
と
、
こ
の
所
伝
を
一
層
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
文
案
』

中
の
前
掲
①
の
文
書
は
、
慶
長
十
年
の
一
次
史
料
で
あ
る
こ
と
、

第
三
者
に
よ
る
客
観
的
視
点
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
記
主
の
承
免
が
、
当
時
、
寺
社
か
ら
の
訴
訟
の
取
次
役
で
あ
っ
た
こ

と
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
彼
の
文
案
に
み
え
る
内
容
は
事
実
を
最
も
的
確
に
伝
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
前
掲
の
四
通
の
文
書
を
検
討
し
て
い
く
。
先
ず
こ
れ
ら
の
文
書
の
年
代
比
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
書
状
の
常
と
し
て
年
紀
を

欠
く
が
、
い
ず
れ
も
家
康
の
信
任
を
受
け
て
智
積
院
を
京
都
東
山
の
地
に
再
興
し
た
第
一
世
尭
性
房
玄
宥
の
「
智
積
院
大
事
之
期
」
に

臨
ん
で
、
後
任
能
化
の
選
出
を
め
ぐ
る
争
い
の
こ
と
を
報
じ
た
も
の
で
あ
る
。
玄
宥
は
慶
長
十
年
十
月
十
四
日
に
示
寂
し
て
い
誠
げ
で
、

①’・
3
④
ま
で
は
そ
の
直
前
直
後
の
書
状
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
は
慶
長
十
年
の
文
書
で
あ
る
。



そ
れ
で
は
順
番
に
検
討
し
て
い
く
。
①
の
文
中
に
あ
る
「
下
野
国
持
明
院
」
と
は
玄
宥
の
跡
を
後
に
継
ぐ
長
善
房
祐
宜
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
玄
宥
も
か
つ
て
入
院
修
学
し
た
下
野
真
言
の
古
剰
で
、
祐
宜
が
玄
宥
に
後
任
能
化
に
定
め
ら
れ
て
智
積
院
に
入
る
ま
で
住

し
て
い
た
持
明
院
よ
り
き
て
い
る
。
ま
た
「
頼
音
一
房
一
」
と
は
祐
宣
と
智
積
院
能
化
職
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
恵
伝
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
争
い
の
そ
も
そ
も
の
発
端
は
、
玄
宥
は
兼
ね
て
よ
り
能
化
職
の
法
嗣
に
祐
宜
と
定
め
、
所
化
衆
も
彼
の
碩
学
を
支
持
し
て
い
た

tぅ：

「
大
事
之
期
」
に
臨
ん
で
遺
命
と
し
て
前
言
を
翻
し
て
恵
伝
を
後
任
能
化
に
定
め
た
こ
と
に
始
ま
る
。
智
積
院
の
能
化
は
元
々
紀

慶長期における徳川家康と畿内寺社

州
根
来
寺
の
両
能
化
の
一
方
を
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、

「
根
来
寺
之
の
う
け
ハ
学
者
次
第
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宗
学
研
鑓
の
泰
斗
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
所
化
衆
は
恵
伝
を
不
適
格
者
と
見
な
し
、
彼
を
支
持
せ
ず
、
そ
れ
故
「
の
う
け
難
成
」
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も

恵
伝
は
玄
宥
の
遺
言
に
従
っ
て
入
院
を
強
行
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
時
江
戸
に
い
た
家
康
に
入
院
の
挨
拶
に
赴
か
ん
と
し
た
。
そ
れ
で

承
免
は
、
家
康
の
側
近
、
本
多
正
純
に
、
恵
伝
が
所
化
衆
の
同
心
を
得
ら
れ
な
い
現
状
と
、
智
積
院
能
化
た
る
資
質
は
「
学
者
次
第
」

で
あ
る
こ
と
を
報
じ
、
恵
伝
が
江
戸
に
下
向
し
て
も
家
康
へ
の
拝
謁
は
無
用
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
正
純
か
ら
も
「
異
見
」
し
て
ほ
し
い

と
い
う
旨
を
①
で
知
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
本
書
状
で
の
日
付
が
「
九
月
廿
四
日
」
で
あ
る
こ
と
は
、
智
積
院
第
一
世
能
化
玄

宥
は
そ
の
示
寂
の
慶
長
十
年
十
月
四
日
直
前
に
至
っ
て
、
後
任
能
化
の
指
名
を
祐
宜
か
ら
恵
伝
に
変
更
し
、
玄
宥
生
前
よ
り
第
二
世
能

化
職
を
め
ぐ
っ
て
、
所
化
衆
を
巻
き
込
ん
だ
祐
宜
と
恵
伝
の
争
い
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

の
で
あ
る
。

つ
い
に
祐
宜
一
党
が
実
力
行
使
す
る
に
ま
で
至
っ
た

つ
ま
り
、
当
時
智
積
院
で
は
家
康
よ
り
賜
っ
た
寺
地
三
区
を
二
寺
と
し
て
、
上
寺
、
下
寺
と
号
し
て
い
た
が
、
祐
宜
一
党

そ
し
て
、
こ
の
争
い
は
能
化
就
任
を
強
行
し
よ
う
と
す
る
恵
伝
側
に
対
し
て
、

が
、
こ
の
内
下
寺
の
方
を
占
拠
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
『
結
網
集
』
で
は
「
東
党
抜
取
下
寺
」
と
記
し
、
こ
れ
を
裏
付
け

73 

る
④
で
は
「
智
積
院
之
儀
、
弐
ケ
寺
在
之
内
、
下
之
坊
へ
持
明
院
所
化
衆
打
入
、
子
今
居
住
」
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
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所
化
衆
の
同
心
を
得
ら
れ
な
い
た
め
に
、
ま
だ
正
式
に
は
能
化
職
に
就
い
て
は
い
な
い
が
、
玄
宥
の
遺
命
と
い
う
大
義
名
分
を
有
し
、

円
弱
〉

自
分
こ
そ
が
智
積
院
能
化
で
あ
る
と
自
負
す
る
恵
伝
は
、
こ
の
こ
と
を
承
免
に
訴
え
、
彼
ら
の
退
去
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

す
る
承
免
の
処
置
に
つ
い
て
み
る
と
＠
よ
り
、
袷
宜
一
党
に
対
し
て
、
こ
の
ま
ま
下
寺
を
不
法
占
拠
す
る
な
ら
ば
、
家
康
が
上
搭
す
る

と
す
ぐ
に
上
聞
に
達
す
る
と
警
告
し
、
さ
ら
に
最
後
に
は
、
こ
の
行
為
は
「
盗
賊
同
前
」
で
あ
る
と
し
て
非
難
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
③
を
み
る
と
、
承
免
は
拾
宜
一
党
に
警
告
を
出
す
一
方
で
、
②
と
同
日
に
、
下
寺
不
法
占
拠
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
の
あ
っ
た

京
都
所
司
代
板
倉
勝
重
に
、
書
状
を
出
し
て
状
況
を
説
明
し
て
応
援
を
求
め
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
時
点
で
は
勝
重
も
承
免
が
独
力

で
解
決
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
傍
観
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
七
日
を
経
て
も
一
向
に
事
態
は
進
展
し
な
い
の
で
、
承
免
は
④

で
再
度
勝
重
に
応
援
を
依
頼
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
今
度
は
恵
伝
を
直
接
勝
重
の
許
へ
事
情
を
説
明
し
に
行
か
せ
て
い
る
。
し

か
し
勝
重
が
こ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
関
与
し
た
の
か
は
、
そ
の
こ
と
を
示
す
史
料
が
『
文
案
』
中
に
も
他
の
史
料
に
も
見
受
け
ら
れ

な
い
の
で
詳
ら
か
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
承
免
は
祐
宜
一
党
に
対
し
て
は
強
硬
な
態
度
を
示
し
て
、
勝
重
の
協
力
も
得
て
、
十
二
月
四
日
以
降
、
家
康
の
上
洛

ま
で
の
約
四
カ
月
の
聞
に
何
と
か
こ
の
問
題
を
「
相
済
侯
様
一
こ
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

（訂〉

は
こ
の
間
題
を
翌
十
一
年
四
月
六
日
に
伏
見
放
に
入
っ
た
家
康
に
上
申
し
、
そ
し
て
五
月
に
家
康
の
裁
決
に
よ
り
正
式
に
祐
宜
の
能
化

つ
い
に
そ
れ
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
承
免

た
る
べ
き
こ
と
が
決
定
し
、
こ
の
問
題
は
結
末
を
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
祐
宜
と
能
化
職
を
争
い
、
敗
れ
た
頼
音
房
恵
伝
は
智

積
院
を
去
っ
て
山
科
妙
智
院
に
退
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。



家
康
・
承
克
・
寺
社

（

一

）

家
康
の
寺
社
に
対
す
る
基
本
方
針

結
局
前
述
の
訴
訟
の
決
着
は
家
康
の
裁
定
に
よ
り
、
所
化
衆
の
支
持
を
集
め
て
い
た
祐
宜
が
次
期
能
化
と
決
定
し
た
。
こ
の
結
果
よ

り
家
康
の
方
針
を
み
て
み
る
o

①
よ
り
「
し
よ
け
衆
同
心
不
申
候
へ
ハ
の
う
け
難
成
之
由
候
、
根
来
寺
之
の
う
け
ハ
学
者
次
第
之
由

慶長期における徳川！家康と畿内寺社

候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
、
能
化
に
就
く
た
め
に
は
所
化
衆
の
支
持
と
碩
学
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
家
康
が
次
期
能
化
に
祐

宜
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
家
康
が
重
視
し
て
い
た
、
寺
中
衆
議
の
意
志
と
、
後
任
住
持
は
学
問
者
で
あ
る
こ
と
の
二
点
を
祐
宜
が

満
た
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

家
康
が
寺
中
衆
議
を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
例
は
智
積
院
の
み
な
ら
ず
、
高
野
山
内
で
も
み
ら
れ
る
。
高
野
山
は
こ
の
時
期
学
侶
方

－
行
人
方
・
聖
方
に
分
か
れ
、
ま
た
学
侶
方
も
無
量
寿
院
門
中
と
宝
性
院
門
中
に
分
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
慶
長
十
年
に
宝
性
院
門
中

「
於
門
中
可
然

の
宝
亀
院
主
円
深
一
房
良
盛
が
没
し
た
際
、
後
任
住
持
に
関
す
る
幕
府
側
の
方
針
は
、
幕
府
が
任
命
す
る
の
で
は
な
く
、

御
詫
慢
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
最
終
的
な
決
定
権
は
幕
府
に
あ
っ

之
仁
体
被
相
定
、
其
上
被
及
異
儀
候
ハ
、
可
蒙
仰
候
、
可
得

た
が
、
そ
れ
よ
り
も
「
寺
中
衆
議
」
が
優
先
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
結
局
こ
の
と
き
の
後
任
は
浄
害
提
院
よ
り
空
賢
房
朝
印
が

入
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
慶
長
期
を
通
し
て
み
ら
れ
、
慶
長
十
九
年
四
月
二
日
学
侶
方
両
門
主
の
一
つ
で
前
高
野
山
検
校
の
宝
性
院
政
遍
が
没
し

75 

「
宝
性
院
後
住
之
儀
、
当
地
へ
論
議
ニ
下
向
之
衆
ニ
被
成
御
尋
候
処
、
宝
性
院
者
宝
亀
院
へ
と
被
存
候
へ
共
、
惣
中
者
大

〈
却
）

楽
院
と
被
申
上
候
ニ
付
、
後
住
者
大
楽
院
可
然
と
内
々
御
気
色
ニ
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
宝
性
院
の
遺
志
よ
り
も
「
惣
中
」
の
意
志
が

た
際
に
は
、
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尊
重
さ
れ
て
い
る
。
最
終
的
に
は
大
御
所
家
康
、
将
軍
秀
忠
に
「
継
目
之
御
一
仰
を
す
る
こ
と
で
、
幕
府
の
認
証
を
受
け
る
け
れ
ど
も
、

大
楽
院
と
決
定
し
た
の
は
「
惣
中
」
で
あ
っ
た
。

ま
た
学
問
重
視
は
『
文
案
』
中
に
「
惣
別
大
事
之
院
家
不
学
之
仁
住
持
之
儀
者
不
可
然
之
由
不
断
上
郡
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
認

で
き
る
。

そ
し
て
も
う
一
点
は
、
家
康
は
訴
訟
に
対
し
て
「
如
前
々
可
申
付
之
由
被
仰
出
慢
、
「
従
先
規
無
之
義
無
用
之
由

ハ必〉

「
兎
角
従
先
年
中
如
有
来
可
然
候
、
新
儀
ハ
不
入
事
候
」
と
し
て
旧
例
の
遵
守
を
基
調
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

ハ

uv

上
意
ニ
侯
」
、

こ
の
よ
う
に
柏
田
氏
が
考
察
さ
れ
た
事
項
は
す
べ
て
慶
長
期
を
通
じ
て
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（一一）

寺
社
か
ら
家
康
へ
の
取
次
役
、
承
党

所
領
や
人
事
を
巡
る
訴
訟
の
他
に
は
、
寺
社
の
朱
印
状
発
給
に
関
す
る
訴
訟
等
が
あ
る
。
所
領
を
拝
領
し
た
の
が
明
ら
か
な
の
は
、

多
武
峰
と
豊
国
社
で
あ
り
、
多
武
峰
に
は
「
一
、
先
年
両
長
老
へ
詰
言
つ
か
ま
つ
り
、
三
千
石
之
知
行
納
取
斡
〕
と
あ
る
。
豊
国
社
は

後
尚
子
る
。
な
お
、
多
武
一
峰
が
朱
印
地
を
拝
領
し
た
の
は
慶
長
八
年
八
月
六
日
で
あ
い
何
w

ま
た
「
今
度
山
林
竹
木
御
免
許
之
御
判
、
相

調
遺
」
し
た
り
、
（
中
略
〉
今
度
之
御
判
（
「
豊
国
之
置
自
御
朱
印
」
）
之
肝
入
之
御
礼
幽
〕
と
あ
る
よ
う
に
、
朱

「
党
長
老
へ
罷
出
、

印
状
の
種
類
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
た
。
そ
し
て
安
土
抱
見
寺
に
対
し
て
板
倉
勝
重
・
大
久
保
長
安
連
署
状
で
「
去
時
分
豊
光
寺
・
円

光
寺
・
西
尾
隠
岐
股
、
我
等
罷
出
申
上
候
義
－
一
、
尤

ハ印〉候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
寺
社
に
対
す
る
実
質
的
な
朱
印
状
発
給
権
は
承
先
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

御
朱
印
可
被
遺
由
被
仰
出
候
、
其
以
後
御
手
透
無
之
故
、

御
朱
印
不
罷
出

こ
の
よ
け
1
考
え
る
と
、
豊
国
社
に
お
い
て
「
当
寺
之
神
宮
寺
之
事
井
寺
領
之
事
、
党
長
老
将
軍
家
康
被
申
上
、
被
成
御
意
得
之
由
、

長
老
被
仰
断
い
と
あ
る
よ
う
に
、
寺
社
側
か
ら
徳
川
家
康
に
懇
望
す
る
際
の
窓
口
、
つ
ま
り
は
寺
社
と
家
康
を
結
ぶ
取
次
役
で
あ
っ
た



と
考
え
ら
れ
る
。
取
次
と
い
う
こ
と
は
家
康
の
側
近
く
に
住
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
②
家
康
の
行
動
を
各
寺
社
に
執
達
す
る
と

い
う
こ
と
が
派
生
し
て
く
る
。
義
演
は
承
免
に
正
月
の
「
内
府
礼
之
事
申
遺
」
し
、
承
免
は
「
来
十
六
日
公
家
御
礼
十
七
日
法
中
云

々
」
と
返
答
し
て
い
砧
w

こ
れ
は
家
康
の
行
動
を
熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
で
き
な
い
し
、
だ
か
ら
こ
そ
義
演
も
承
免
へ
尋
ね
て
い
討
げ

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
各
寺
社
へ
、
少
な
く
と
も
家
康
へ
正
月
の
礼
を
す
る
よ
う
な
門
跡
寺
院
へ
触
れ
回
る
職
務
が
あ
っ
た
。

（
町
出
）

そ
の
際
承
先
住
持
の
伏
見
豊
光
寺
に
門
跡
た
ち
が
集
ま
っ
て
か
ら
登
域
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。

慶長期における徳川家康と畿内寺社

裁
定
を
求
め
る
訴
訟
、
所
領
の
給
付
、
朱
印
状
の
交
付
な
ど
の
取
次
は
、
何
れ
も
承
免
が
家
康
の
側
近
と
し
て
強
い
力
を
持
っ
て
い

た
こ
と
を
一
示
す
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
特
に
朱
印
状
な
ど
は
承
免
が
「
御
手
透
」
で
な
い
と
発
給
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
家
康

の
寺
社
支
配
に
お
い
て
、
寺
社
か
ら
家
康
へ
の
取
次
役
と
し
て
の
承
免
の
役
割
は
、
幕
府
の
基
礎
が
固
ま
っ
て
い
な
い
こ
の
時
期
非
常

に
重
要
で
あ
っ
た
。

わ

り

お

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
徳
川
家
康
と
畿
内
寺
社
は
西
笑
承
免
と
い
う
人
物
を
通
じ
て
繋
が
っ
て
い
た
。
彼
の
職
掌
は
主
に
訴

訟
の
取
次
で
あ
っ
た
が
、
家
康
に
訴
訟
を
取
次
ぐ
か
ど
う
か
は
彼
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
た
。
家
康
は
毎
年
の
よ
う
に
駿
府
に
下
向
し

伏
見
不
在
が
多
か
っ
た
が
、
承
免
の
調
停
案
（
「
異
見
」
）
は
訴
訟
の
決
着
に
、

「
迷
惑
な
か
ら
」
も
受
諾
せ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
の
影

響
力
を
持
っ
て
お
り
、
実
質
的
な
裁
許
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
段
階
に
至
る
ま
で
に
は
「
寺
中
衆
議
」
を
最
優
先
さ
せ
、
中
世
以
来

の
「
内
済
の
原
理
」
が
活
き
て
お
り
、
柚
田
氏
の
考
察
さ
れ
た
家
康
の
基
本
政
策
は
関
ケ
原
の
戦
い
直
後
か
ら
慶
長
期
全
体
に
亘
っ
て
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一
貫
し
て
い
た
。
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こ
の
よ
う
に
『
文
案
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
慶
長
六
年
か
ら
十
二
年
ま
で
の
聞
に
八
十
件
程
の
訴
訟
が
起
き
て
い
る
が
、

そ
の
多
く
は
家
康
の
上
意
を
得
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
承
免
段
階
で
訴
訟
が
決
着
す
る
こ
と
こ
そ
が
家
康
が
承

党
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
豊
臣
系
の
所
領
が
多
い
大
和
な
ど
を
考
え
た
場
合
、
豊
臣
政
権
の
中
枢
に
位
置
し
た

彼
で
な
け
れ
ば
、
寺
社
の
支
配
も
円
滑
に
は
進
ま
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
徳
川
政
権
の
寺
社
行
政
は
被
の
双
肩
に
か
か
っ

て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
し
て
彼
は
そ
の
期
待
に
見
事
に
応
え
て
、
そ
の
結
果
彼
は
「
当
時
威
勢
無
比
類
慢
と
呼
ば

れ
た
の
で
あ
る
。

承
免
が
慶
長
十
二
年
十
二
月
に
示
寂
し
た
後
、
閑
室
元
信
単
独
と
な
る
が
、
そ
の
段
階
で
は
明
ら
か
に
承
免
段
階
と
は
異
な
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
先
述
の
よ
う
に
承
免
段
階
で
は
「
公
事
」
で
は
な
く
、
従
っ
て
板
倉
勝
重
ら
幕
府
の
奉
行
人
と
の
連
署
の
裁
許
状
は
な
か

（
問
叫
）

っ
た
が
、
承
免
没
後
は
、
元
信
と
勝
重
の
禁
制
や
裁
許
状
が
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
元
信
が
「
公
儀
」
の
一
員
と
な
り
、
彼

が
政
権
の
中
枢
部
に
位
置
し
、
承
免
以
上
に
重
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
承
免
は

毎
年
の
よ
う
に
大
坂
の
秀
頼
へ
赴
務
依
然
豊
臣
家
と
も
殺
し
い
存
在
で
あ
っ
た
た
め
一
線
を
画
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ

元
信
の
延
長
線
上
に
は
「
黒
衣
の
宰
相
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
幕
府
の
寺
社
行
政
に
深
く
関
与
し
た
金
地
院
崇
伝
が
位
置
す
る
。
そ
し
て

そ
の
没
後
に
こ
う
し
た
禅
僧
に
よ
る
寺
社
行
政
の
関
与
は
終
止
符
を
打
つ
。
崇
伝
の
没
し
た
家
光
政
権
時
に
は
僧
侶
の
手
を
借
り
ず
と

も
寺
社
行
政
を
遂
行
で
き
る
だ
け
の
能
力
及
び
幕
府
権
力
の
確
立
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
は
彼
ら
承
免
・
元
倍
・
崇
伝
の
三
者
は
徳
川
政

権
の
権
力
確
立
過
程
に
お
い
て
こ
そ
必
要
と
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
崇
伝
没
後
二
年
の
寛
永
十
二
年
に
寺
社
奉
行
が
設
置
さ
れ
、
寺

社
行
政
は
僧
侶
の
手
か
ら
離
れ
、
以
後
武
家
に
一
元
化
さ
れ
た
。

一
方
残
さ
れ
た
問
題
は
多
い
。
こ
の
時
期
の
畿
内
に
は
大
坂
に
豊
臣
秀
頼
の
存
在
が
あ
る
。
豊
臣
家
と
深
い
関
係
の
あ
る
河
内
叡
福



寺
で
す
ら
、
領
内
百
姓
と
の
訴
訟
が
、
先
ず
承
免
へ
訴
え
ら
れ
て
い
一
物
こ
れ
は
徳
川
政
権
の
豊
臣
家
へ
の
上
位
性
を
示
す
一
方
で
、

ょ
う
が
、

彼
か
ら
豊
臣
家
奉
行
の
片
桐
且
元
へ
両
者
の
仲
介
を
依
頼
し
て
い
る
事
実
は
、
同
時
に
徳
川
政
権
の
限
界
性
を
も
示
し
て
い
る
と
い
え

よ
り
精
轍
な
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
承
党
の
よ
う
に
広
域
的
な
活
動
を
し
て
い
た
の
は
、
徳
川
政
権
時
特
有
の
も
の

で
あ
っ
た
。
豊
臣
政
権
時
で
は
、
京
都
は
前
田
玄
峨
南
都
は
横
浜
一
目
安
・
井
上
源
五
高
前
苧
が
各
々
寺
社
訴
訟
に
携
わ
っ
て
い
た
の

で
、
承
党
は
ど
の
よ
う
に
彼
ら
の
職
掌
を
引
き
継
い
だ
の
か
と
い
う
こ
と
や
、
承
免
は
京
都
に
つ
い
て
は
板
倉
勝
重
と
、
大
和
に
つ
い

慶長期における徳川家康と畿内寺社

「
国
奉
行
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
彼
等
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か

て
は
大
久
保
長
安
と
連
携
し
て
事
に
当
た
っ
て
い
た
が
、

な
ど
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

主
（

1
）
 

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
〉

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
〉

（
山
山
〉

ハ
U
）
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柏
田
善
雄
「
近
世
前
期
の
寺
院
行
政
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
一
二
三
、
一
九
八
一
）
。

実
際
に
は
慶
長
十
一
年
九
月
に
伏
見
を
発
ち
江
戸
へ
赴
き
、
翌
年
駿
府
へ
向
か
っ
て
い
る
。
以
後
長
期
の
畿
内
滞
在
は
な
い
。

『
寺
辺
明
鏡
集
』
一
（
内
閣
文
庫
蔵
〉
。

北
島
万
次
「
豊
臣
政
権
の
外
交
折
衝
と
五
山
僧
」
（
『
豊
臣
政
権
の
対
外
認
識
と
朝
鮮
侵
略
』
、
校
倉
書
房
、

中
村
孝
也
『
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
下
巻
之
一
、
二
頁
（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
八
O
）。

『
鹿
苑
日
録
』
。

中
村
前
掲
書
下
巻
之
一
、
四
頁
。

『
承
免
和
尚
事
蹟
』
。

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
六
年
一
月
二
九
日
条
。

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
六
年
四
月
二
十
日
条
。

『
北
野
社
家
日
記
』
慶
長
六
年
六
月
十
一
日
条
。

一
九
九
O
）。
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こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
川
添
昭
子
康
渡
正
利
編
校
訂
『
彦
山
編
年
史
料
古
代
・
中
世
曹
に
詳
し
い
。

『
高
野
山
文
書
』
（
高
野
山
文
書
刊
行
会
、
一
九
四
一
〉
四
巻
「
輿
山
寺
文
書
」
に
は
、
八
一
、
八
二
、

る。『
鹿
苑
目
録
』
慶
長
六
年
四
月
一
一
一
一
一
日
条
。

新
訂
『
本
光
国
師
日
記
』
一
巻
、
二
人
三
頁
。

「
掠
見
寺
文
書
」
五
ハ
『
安
土
町
史
』
史
料
編
一
）
。

中
村
孝
也
前
掲
書
中
巻
、
八
一
六
頁
。

『
庁
中
漫
録
』
所
収
ハ
奈
良
県
立
図
書
館
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
〉
。

森
島
允
子
「
支
配
領
域
の
再
編
成
と
中
心
地
の
配
置
」

Q
奈
良
県
史
』
一
巻
地
理
、
名
著
出
版
、
一
九
八
五
〉
。

『
薬
師
寺
史
料
』
一
一
「
上
下
公
文
所
要
録
」
（
東
大
史
料
編
纂
所
写
真
帳
）
「
慶
長
七
年
壬
寅
六
月
十
三
日
三
守
社
中
興
為
寺
領
寄
附
之
、

内
符
公
よ
り
為
検
使
免
長
老
・
学
校
・
大
久
保
十
兵
衛
殿
・
小
堀
新
助
殿
、
当
寺
へ
被
越
」
、
『
妙
喜
院
宗
英
日
記
』
（
内
閣
文
庫
蔵
）
慶

長
六
年
六
月
十
六
日
条
ご
門
様
伺
候
候
、
免
長
老
・
学
校
・
十
兵
衛
、
今
朝
未
明
，
g
臥
見
へ
被
帰
候
」
。

『
頂
命
寺
文
書
・
京
都
十
六
本
山
会
合
用
書
類
』
一

5
四
〈
大
塚
工
義
社
、
一

九
八
九
〉
。

『
文
案
』
所
収
（
慶
長
十
一
年
〉
十
一
月
十
六
日
海
龍
王
寺
役
者
中
宛
書
状
。
澗

『

北

野

社

家

日

記

』

慶

長

六

年

六

月

十

八

日

条

。

在

『
文
案
』
所
収
（
慶
長
十
年
〉
八
月
四
日
付
志
水
小
八
郎
・
八
幡
山
惣
中
宛
書
状
。
帰

表

二

参

照

。

動

『
文
案
』
所
収
（
慶
長
七
年
）
十
二
月
十
一
日
付
報
思
寺
宛
書
状
。
糠

『
唐
招
提
寺
史
料
』
七
二
。

『
文
案
』
所
収
〈
慶
長
十
一
年
〉
二
月
付
一
乗
院
宛
書
状
。

『
文
案
』
所
収
（
慶
長
九
年
）
十
月
二
十
日
付
内
山
春
陽
宛
書
状
。

『
石
清
水
文
書
』
四
二
四
。

（

ロ

）

（

m
U〉

（

M
〉

（お〉

（
日

m〉

（

W
U）
 

（
叩
岬
）

（

日

〉

（却〉
（幻）

（

詑

〉

（お〉

〈
川
品
）

（お〉
（お〉

（

幻

）

（却）
（却〉
ハ却）

一
一
一
ニ
の
三
通
収
め
ら
れ
て
い

表二

年 期 間

慶長六年収tO/~~鳩手〉、 3/
慶長七年Irs味覚〉（伏見〉、 12/
慶長八年｜ゆ附〈伏見〉

慶長九年｜仰～関8/14俄見〉

慶長十年｜ω ～9/15（伏見〉

慶長十一年｜仰～ν21（伏見〉

慶針二年｜家職府蛾

中村孝也『徳川家康文書の研究』より
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『
結
網
集
』
（
覆
刻
版
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一

O
六
、
名
著
普
及
会
、

「
智
積
院
文
室
田
」
。

宇
高
良
哲
『
徳
川
家
康
と
関
東
仏
教
教
団
』
一
一
一
一
一
一
六
頁
（
東
洋
文
化
出
版
、

『
結
網
集
』
下
、
一
ニ
四
頁
。

『
結
網
集
』
下
、
一
二
三
頁
。

事
実
、
「
滝
谷
寺
文
書
」
一
五
六
（
『
福
井
県
史
』
資
料
編
四
、
中
近
世
二
）
で
恵
伝
は
「
智
積
院
恵
伝
」
と
署
名
し
て
い
る
。

『
大
日
本
史
料
』
慶
長
十
一
年
四
月
六
日
条
。

『
文
案
』
所
収
（
慶
長
十
年
）
四
月
六
日
付
高
野
山
宝
性
院
宛
書
状
。

「
金
剛
峯
寺
諸
院
家
析
負
輯
」
六
（
『
続
真
言
宗
全
書
』
一
二
五
）
。

『
本
光
国
師
日
記
』
慶
長
十
九
年
四
月
十
一
日
条
。

『
高
野
春
秋
』
慶
長
十
九
年
八
月
二
十
日
条
。

注

〈

叩

品

）

。

間

「
輿
山
寺
文
書
」
八
二
号
高
野
山
文
書
』
、
高
野
山
文
書
刊
行
会
、
一
九
回
調

一

）

。

滞

「

同

右

」

八

一

。

減

『
文
案
』
所
収
（
慶
長
十
年
）
十
一
月
二
八
日
付
永
久
寺
両
座
岸
之
上
宛
書
状
。
企

『

談

山

神

社

文

書

』

六

八

。

承

『
庁
中
漫
録
』
所
収
。

『
談
山
神
社
文
書
』
コ
一
七
九
。

『
大
日
本
史
料
』
慶
長
九
年
五
月
十
七
日
条
。

注（

m
y

『
舜
旧
記
』
慶
長
十
一
年
九
月
二
日
条
。

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
八
年
一
月
十
四
日
条
。

（泊）
（担）
（お）
（担〉
（お）

（
叫
山
〉

（
市
山
）

（

m
品）

（
叩
出
）

（

紛

）

（

H
U
）
 

（必）
（必）

（

H
H
〉

（必）
（必）

（
円
引
〉

（
同
叩
）

（
州
四
）

（印）

（

日

）

（

臼

）

一
九
七
九
〉
。

一
九
八
七
）
。

表三

年 月 日 i大坂登城日 l
慶長 5い0/6～
慶長 6111日／5、山～卵、仰｜

慶長 7 11~7は1y~4, s110~ 1s 
1 23～11 

慶長 s Iν山 ｜山川／16.17

慶長 9 Iν1s~10;2、川5 ｜仰27

慶長10 I仰～23

慶長11 1 s1ト払仰～日

慶長12 1仰～釧 ｜仰

『鹿苑日録」より
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（

時

）

〈

国

〉

（

日

）

（
間
山
〉

〈

貯

）

（

開

〉

「
回
）

（

印

〉

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
六
年
一
ニ
月
十
八
日
条
。

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
八
年
一
月
十
七
日
条
。

『
慶
長
日
件
録
』
慶
長
十
年
五
月
十
九
日
条
。

『
高
野
山
文
書
』
ハ
同
刊
行
会
版
〉
第
二
巻
三
五
七
号
文
書
（
慶
長
十
三
年
七
月
十
三
日
）
を
初
見
と
し
、

数
み
ら
れ
る
。

表
三
参
照
。

『
大
日
本
史
料
』
慶
長
十
一
年
七
月
二
九
日
条
。

例
え
ば
『
泉
涌
寺
文
書
』
一
一
一
一
入
。
こ
こ
で
玄
以
は
雲
龍
院
の
儀
に
付
き
寺
中
と
法
音
院
の
相
論
を
裁
許
し
て
い
る
。

『
多
聞
院
日
記
』
に
多
数
散
見
で
き
る
。

『
本
光
国
師
日
記
』
に
も
多

（
大
学
院
後
期
課
程
学
生
）


